
●雇用する際の支援制度・助成金を知りたい。
●雇用する際のアドバイスがほしい。
●制度変更による対応方法を教えてほしい。
●就業規則を見直したい。作りたい。
●従業員が定着する会社にしたい。

社会保険労務士による
個別相談会

自社に合わせた相談が
できるから安心。

東金商工会議所では、千葉県働き方改革推進センターより社会保険労務士を派遣していただき、
労務関係に関する相談会を無料で行っています。下記のような各種ご相談に柔軟に対応できる
経験豊富な先生が丁寧にアドバイスいたします。

◇ 日   時 令和5年7月18日(火)13時～16時

   8月29日(火)13時～16時

9月19日(火)13時～16時

〈相談受付時間〉①13時～ ②14時～ ③15時～※1回あたり相談時間50分

◇ 対   象 法人及び個人事業主

◇ 会   場 東金商工会館2階相談室

◇ 内   容 ・各種助成金の相談

      ・時間外労働の割増賃金率引上げに関する相談等

◇ 予   約 電話での事前予約制となります。（先着順）

こんな方におすすめ！
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